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弁護士法人たくみ法律事務所ニュースレター『匠への道』 

天神バスセンター 徒歩5分 
西鉄福岡駅（天神） 徒歩5分 

地下鉄七隈線 天神南駅 徒歩3分 ・ 渡辺通駅 2分 
都市高速天神北ＩＣより車で5分 

代表弁護士の宮田卓弥です。 
 

「ニュースレター第29号」を送付させていただきます。 

ニュースレター第29号  －発送のご挨拶－ 

 薫風の候、皆様におかれましては、益々ご健勝のことと
お慶び申し上げます。 

 

 気温が徐々にあがり、過ごしやすい日が多くなりました。 

 気温の変化で体調を崩さぬよう、くれぐれもご自愛下さ
い。 

 

 未筆ながら、皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。 
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ピックアップＬＡＷ ＮＥＷＳ   
「地震の時（非常時）の労務問題」 

 先月の熊本地震の影響により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。 
 

 弊所のある福岡市内においても、前震、本震共に大きな揺れを感じましたが、熊本市内をはじ
め九州各県では今まだ余震等揺れが続いている状況です。くれぐれもお気をつけください。 
  

 また、早期に復旧が進みますことを心よりお祈り申し上げます。 
  

 さて、今回のような大地震等のように災害時においてよく問題となる労務問題について簡単で
はありますがQ&A方式でまとめてみましたので、ご確認いただければと思います。 

Ｑ１ 災害発生時、時間外労働や休日出勤を命じることができるか？ 

 非常災害時、36協定の協定内容を超えて、または36協定を締結していない場合においても、労

働基準監督署に事前に許可を受け、時間外労働・休日労働を命じることができます。 
 

 しかし、通常はそのような事前許可を受ける余裕が無い場面であるため、そのような場合には、
事後に遅滞なく届け出れば良いとされています（労働基準法33条 ）。 
 

 また、災害時の場合には、労働基準監督署長の許可により、年少者にも時間外・休日労働・深
夜業が認められています（同法60条1項、61条4項）。 
 

 当然ではありますが、いずれの場合も、時間外労働、休日労働に対する割増賃金の支払が必要
です。 

次のページに続きます▶▶ 
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□ 交通事故を専門に取り扱っている。 □弁護士が親身になってくれそうだった。 

□ 解決実績の数が多い、または内容が良かった。 □周囲の評判が良かった。 

□ 予約電話の際の、スタッフの対応が良かった。 □来所の際、交通アクセス・場所が良かった。 

□他の弁護士事務所に相談したが、納得できなかった。 

□スピーディに対応してくれそうだった。 

□当事務所のホームページを見て。(特に印象に残った箇所をお聞かせ下さい。) 

2-1.弁護士には、納得行くまでお話を聞けましたか？ 

大変満足している 

●ご満足頂けなかった事について、良ければ具体的にお聞かせ下さい。● 

2-2.ご依頼いただきました案件の結果は、ご満足いただけるものでしたか？ 

大変満足している 

●ご満足頂けなかった事について、良ければ具体的にお聞かせ下さい。● 

2-3.来所された際や電話応対時の、スタッフの対応はいかがでしたか？ 

大変満足している 

●ご満足頂けなかった事について、良ければ具体的にお聞かせ下さい。● 

たくみ法律事務所 お客様アンケート 

1 2 3 4 5 6 

1.当事務所へのご相談のきっかけや、理由を教えて下さい。 当てはまる項目にチェック ? をご記入下 

さい。(当てはまる項目があれば、複数でも ? のご記入をお願い致します。) 

2.当事務所での、ご相談時の満足度についてのお尋ねいたします。 

   ※10段階評価で該当する数字に○をつけてご回答下さい。 

9 10 

 大変お手数とは存じますが、何卒ご協力いただきますようお願い致します。 

 ご相談の際に、「聞いていいかどうか迷っている。」「その場で聞きにくかった。」等、 

お客様のお声をお聞かせいただけたら幸いです。 

お客様相談室 

10 

不満がある 

1 2 3 4 5 6 

不満がある 

7 8 

 この度は、たくみ法律事務所にご相談いただきまして、誠にありがとうございます。 

 当事務所では、ご相談いただきましたお客様のお気持ちに寄り添うべく、接客力・サービス 

力の向上の為にアンケートを実施させていただいております。 

7 8 9 

10 

不満がある 

3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入下さい。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ご協力いただき有難うございました。 

たくみ法律事務所は、お客様のお声をもとに、これからも技術力とサービス力向上に努めてまいります。 

ピックアップＬＡＷ ＮＥＷＳ 続き 

Ｑ４ 
災害発生時、帰宅困難の従業員を会社で待機させました。 

残業代は発生するのでしょうか？ 

労働時間とは、従業員が会社の指揮命令下におかれた時間を

いいますが、単純に自宅に帰れないために、会社を待機場所

として提供していたに過ぎない場合には、労働時間とはいえ

ず残業代は発生しません。 

しかし、待機時間に業務や電話対応などを指示していた場合

などは、指揮命令下にあるといえ、残業代が発生します。 

次のページに続きます▶▶ 

従業員から、住宅の修理、家族の安否確認などの理由で、休暇がほしいとの 

申出がありました。非常時なので休暇を与えなければならないのでしょうか？ 

法律上は非常時の特別休暇についての規定はありませんが、

有給休暇として請求された場合、事業の正常な運営の妨げと

ならないかぎり、有給の時期の変更はできません（労働基準

法第39条5項） 

また、就業規則上に災害時の特別休暇などの規定がある場合

はそれに従って付与することになりますが、これらの規定が

ない場合においても、当然休暇を与えてはいけないわけでは 

店舗、事務所が倒壊し、営業ができないため従業員を自宅待機にしています。

給与を支払う必要があるのでしょうか？ 
  

給与を支払う必要はありません。 

労働基準法上、会社都合で従業員を休業させた場合、平均賃

金の60％の休業手当の支払が必要になりますが（同法26条）、

地震等による非常事態の場合は、会社都合ではなく、休業手

当の支払は不要です。 

もっとも、店舗、事務所はなんら問題はないものの、地震の

影響により客が見込めない等の会社の都合を理由として自宅

待機とした場合、休業手当の支払の必要が生じます。 

ないので、緊急事態であるため、積極的な休暇取得を検討す 
べきではあります。 

Ｑ３ 

Ｑ２ 
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3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入下さい。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ご協力いただき有難うございました。 

たくみ法律事務所は、お客様のお声をもとに、これからも技術力とサービス力向上に努めてまいります。 

交通事故の専門書に当事務所の解決事例が掲載されました！ 

ピックアップＬＡＷ ＮＥＷＳ 続き 

 平成28年発行の『交通事故損害額算定基準－実務運用と解説－』（通称

「青本」）に、当事務所が解決した事例が掲載されました。 

 

 「青本」は、『民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準』（通称「赤本」）と同
様、①過去の裁判例の集積から導かれた交通事故事件における約束事と
②新たな法律問題に関する画期的な裁判例等が掲載されています。 

 
 ここでは、当事務所の解決事例が②の画期的な裁判例として青本に掲載
されたことをご報告させていただきます。 

 
 青本は、弁護士が交通事故に関する相談を受けたとき、また、裁判官が交
通事故事件に関する判断を下す際、必ず参考にするものであり、青本に掲
載される裁判例は、交通事故事件にあたる法律専門家達の新たなルールを
形作るものといえます。 
 

 今後も、より多くの知識・経験を得ることで被害者本人とそのご家族の負担

を少しでも取り除くことに尽力してまいります。 

 前述以外にも地震等の非常事態には様々予期せぬ問題が生じます。 

 従業員の役割分担、非常食・飲料水の準備、採用予定であった新入

社員の扱い、労災問題、取引先の被災の場合の対応、重要書類の保

管・持ち出し、システムのバックアップについてのルール等考えておく

べき問題は様々です。 

 政府も促しているところではありますが、BCP（Business Continuity 

Plan／事業継続計画）の策定をしておくことも重要です。 

 BCPとは、自然災害、大火災等の緊急事態に遭遇した場合において、

事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるい

は早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時にお

ける事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことで

す（中小企業庁ＨＰ・中小企業BCP策定運用指針参照）。 

 労務問題に限らず、災害対策としてもなにかお困りのことがあればお気軽にご相談ください。 
(文責：弁護士 壹岐晋大) 

パソコンから： たくみ法律事務所 画期的な裁判例  

スマートフォンから：右記QRコードよりご覧いただけます。 

詳しくはこちら 


